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県央ブロックごみ処理体制検討協議会規約（案） 

 

（趣旨） 

第１条 盛岡広域環境組合の圏域における不燃・粗大ごみ、資源ごみ等の処理体制及び最終処分体

制に係る協議を行うため、県央ブロックごみ処理体制検討協議会（以下「協議会」という。）の

組織及び運営に関し必要な事項を定める。 

（協議事項） 

第２条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。 

(1) 不燃・粗大ごみ、資源ごみ等の処理体制の検討に関すること。 

(2) 最終処分体制の検討に関すること。 

(3) 圏域における一般廃棄物処理の調整に関すること。 

(4) その他一般廃棄物の広域処理に係る連絡調整に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、盛岡市、八幡平市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、岩手 

・玉山環境組合、盛岡・紫波地区環境施設組合、滝沢・雫石環境組合及び盛岡広域環境組合（以

下「構成団体」という。）の代表者（以下「構成員」という。）で構成する。 

（役員） 

第４条 協議会に次の役員を置く。 

 会長 １人 

 副会長 ２人 

 監事 ２人 

２ 役員は、構成員の互選によりこれを定める。 

３ 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

（役員の職務） 

第５条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 

３ 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が必要と認めたときに開催するものとする。 

３ 会議は、構成員の２分の１以上の出席があり、かつ、構成員のうち市町の長の２分の１以上の

出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、原則全会一致により決するが、これにより難い場合は、その都度協議して決す

る。 

５ 出席できない構成員は、当該構成員を代理する者に表決を委任することができる。 

６ 会長は、必要と認めるときは、構成員以外の者の会議への出席を要請することができる。 
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（幹事会） 

第７条 協議会に必要事項の調査検討を行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事は、構成員が推薦する職員をもって構成する。 

３ 幹事長及び副幹事長は、会長が指名する。 

４ 幹事長は、会長の命を受け、幹事会を統括する。 

５ 副幹事長は、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を行う。 

６ 幹事長は、必要と認めるときは、幹事以外の者の会議への出席を要請することができる。 

（事務局） 

第８条 協議会の庶務を処理するため、事務局を会長職にある構成団体に置く。 

２ 事務局に事務局長、事務局次長、事務局主幹のほか、必要な数の職員を置く。 

３ 事務局長、事務局次長及び事務局主幹は、会長が指名する。 

４ 事務局長は、効率的な検討を図るため、事務局にワーキンググループを置くことができる。 

（経費） 

第９条 協議会の経費は、構成団体中、市町の負担金をもって充てる。 

２ 負担金は、10分の５を人口割とし、10分の５を均等割とする。 

３ 前項に規定する基準となるべき人口は、前年の４月１日現在の住民基本台帳によるものとする。 

（会計年度） 

第10条 会計年度は、４月１日から始まり、翌年の３月31日までとする。 

（財務事務及び会計事務） 

第11条 協議会の財務事務及び会計事務は、会長職にある構成団体の取扱いに準じて行う。 

（出納の閉鎖） 

第12条 協議会の出納は、翌年度の５月31日をもって閉鎖する。 

（専決及び代決） 

第13条 専決及び代決については、次のとおりとする。 

(1) 事務局長及び事務局主幹の専決事項は、会長職にある構成団体の専決及び代決に関する規程

に定める専決事項とする。 

(2) 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 

(3) 会長及び副会長が共に不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 

(4) 会長、副会長及び事務局長が共に不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 

(5) 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 

（雑則） 

第14条 この規約で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 

   附 則 

 この規約は、令和５年３月 日から施行する。 


